別紙３
一般競争入札参加資格登録申請書等
提 出 書 類
(1) 業 務 名：  令和7年度糸満漁港水産作業等軽労化機能整備工事（小型固定式クレーン）　　　　　　　実施設計委託業務
 (2) 提出期限：　令和7年11月5日（水）午後5時

 (3) 提出場所：　沖縄県漁業協同組合連合会 総務課
 (4) 提出する書類

　 「令和7年度糸満漁港水産作業等軽労化機能整備工事（小型固定式クレーン）実施設計委託業務に係る一般競争入札の公告」の３－(1)－ア～イに記載された書類（以下に添付した様式を使用すること）
※留意事項
 (1)　提出された申請書のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡して

　　　ヒアリングを行う場合がある。
(ア)

一般競争入札参加資格登録申請書
令和　　年　　月　　日
　沖縄県漁業協同組合連合会会長　　殿




申請者　郵便番号　





住所又は所在地　





名称又は商号　　　　　　　　　　　　　　　印





代表者職氏名　





電話番号　
　沖縄県漁業協同組合連合会が発注する「令和7年度糸満漁港水産作業等軽労化機能整備工事（小型固定式クレーン）実施設計委託業務」に係る入札に参加したいので、下記及び別紙の関係書類を提出し申請します。
　なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
記
１　資格確認項目

	NO.
	確認項目
	申請者記入欄

	１
	沖縄県内に本店を有する法人である。
	【回答例】県内に本店を有している。

※登記簿抄本の写し(会社名、住所が分かる部分)を添付

	２
	地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者である。
	【回答例】該当しない。

	３
	地方自治法施行令第167条の４第１項に規定する者に該当する者及び同条第２項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後２年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者でない。
	【回答例】令和〇年〇月〇日（※申請書提出日を記入）現在において、入札参加資格の制限を受けていない。

	４
	会社更正法に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でない。
	【回答例】該当しない。

	５
	沖縄県土木建築部における令和７・８年度の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に建築関係建設コンサルタントとして登録が有効である。また、参加要件となっている登録業種は全て有効である。
	【回答例】登録は有効である。

※入札参加適格合格通知書の写しを添付

	６
	一般競争入札参加資格確認申請期日から入札日までの間において、本県の指名停止、または指名除外の措置を受けた者でない。
	【回答例】令和〇年〇月〇日（※申請書提出日を記入）現在において、指名停止等の措置を受けていない。

	７
	国税及び県税に関し未納が無い者である。
	【回答例】国税及び県税に関して未納は無い。

	８
	過去10箇年以内に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）または本県もしくは本県以外の地方公共団体、漁協･漁連等水産団体と同種業務または類似業務の完了実績を有する。
	【回答例】実績を有している。

※契約書の写しを添付

※検査合格通知書等の写しを添付

	９
	一般競争入札参加資格確認申請期日以前６ヵ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者でない。
	【回答例】入札期日以前６ヵ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出していない。

	10
	入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない。
	【回答例】他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係はない。

	11
	次の各号に該当しないこと。

ア　暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力（以下「暴力団等反社会勢力」という。）

イ　暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体

ウ　法人でその役員に暴力団等反社会勢力に属する者がいること。
	【回答例】該当しない。


２　一般競争入札参加資格登録申請書　記載責任者連絡先

　責任者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）

　電話番号（　　　　－　　　　　－　　　　　　（内線）　　　　　　）

※提出された申請書類の内容等について、疑義等が生じた場合、上記責任者へ確認します。
(イ)

様式第5号（水産基盤整備事業補助金交付要綱第8関係）

契約に係る指名停止等に関する申立書

令和 　年 　月 　日

沖縄県漁業協同組合連合会会長　　殿

所　在　地　　
商号又は名称　
代表者氏名　　
当社は、貴殿発注の物品・役務契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域において、現在、農林水産省の機関から物品・役務契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てます。

また、この申し立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

（注１）〇〇には「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。

（注２）この申立書において、農林水産省の機関とは,本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。
ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局を含む。

（注３）「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者であって、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域における指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。
なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過した場合は、この限りでない。
